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在
ド
イ
ツ
日
本
大
使
館
が
借
り
上
げ
た
高
級
ホ
テ
ル
の
利
用
率
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
十
月
七
日
の
新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
在
ド
イ
ツ
日
本
大
使
館
（
以
下
、
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
が
ド
イ
ツ
西
部
の
ボ

ン
に
館
員
が
出
張
す
る
際
に
利
用
す
る
た
め
年
間
を
通
じ
て
借
り
上
げ
て
い
る
高
級
ホ
テ
ル
（
以
下
、
「
ホ
テ
ル
」
と
い

う
。
）
の
利
用
率
が
、
わ
ず
か
二
割
に
も
達
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下

質
問
す
る
。

一

「
ホ
テ
ル
」
の
年
間
賃
貸
料
は
い
く
ら
か
。

二

「
大
使
館
」
は
い
つ
か
ら
「
ホ
テ
ル
」
を
借
り
て
い
る
か
。

三

「
大
使
館
」
職
員
以
外
に
「
ホ
テ
ル
」
の
利
用
を
許
さ
れ
て
い
る
者
は
い
る
か
。

四

「
ホ
テ
ル
」
を
私
用
で
利
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
そ
の
様
な
事
例
は
こ
れ
ま
で
あ
る
か
。

五

「
ホ
テ
ル
」
が
最
初
に
借
り
上
げ
ら
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
年
間
利
用
率
は
い
く
ら
か
。
年
ご
と
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

六

「
ホ
テ
ル
」
利
用
料
は
国
民
の
税
金
か
ら
支
払
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

七

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
「
大
使
館
」
は
「
ホ
テ
ル
」
利
用
の
見
直
し
を
検
討
し
た
が
、
一
部
館
員
の
抵
抗
が
あ
り
、
抜
本

一



的
な
見
直
し
に
踏
み
切
れ
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
「
ホ
テ
ル
」
利
用
の
見
直
し
に
抵
抗
し
た
「
大
使
館
」
職
員
と
は

誰
か
。
年
間
わ
ず
か
二
割
ほ
ど
し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
「
ホ
テ
ル
」
の
利
用
方
法
を
見
直
す
こ
と
に
反
対
す
る
の
は
、
ど

の
様
な
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
説
明
さ
れ
た
い
。

八

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、
重
要
な
仕
事
も
な
い
の
に
、
旅
費
等
の
予
算
消
化
の
た
め
、
年
度
末
近
く
に
「
ホ
テ
ル
」
を
利
用

す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

九

仮
に
「
ホ
テ
ル
」
の
借
り
上
げ
を
や
め
、
「
大
使
館
」
職
員
が
出
張
す
る
際
に
は
そ
の
都
度
ホ
テ
ル
を
利
用
す
る
等
の
方

法
を
と
れ
ば
、
経
費
を
節
約
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
「
大
使
館
」
に
お
い
て
こ
う
し
た
検
討
は
こ
れ
ま
で
な

さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

十

利
用
率
が
低
い
の
に
も
関
わ
ら
ず
「
ホ
テ
ル
」
を
借
り
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
「
大
使
館
」
ひ
い
て
は
外
務
省
の
、
国
民

の
税
金
を
使
う
こ
と
に
対
す
る
意
識
の
低
さ
を
顕
著
に
現
し
て
い
る
と
考
え
る
。
国
民
が
様
々
な
負
担
増
に
喘
い
で
い
る

今
、
こ
れ
以
上
税
金
を
無
駄
遣
い
す
る
の
は
到
底
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
外
務
省
と
し
て
「
大
使
館
」
の

「
ホ
テ
ル
」
利
用
に
対
し
て
ど
の
様
な
対
応
を
と
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


